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今年度の各都道府県の最低賃金が改定されました。東京、神奈川では初めて最低時給

が 1000 円を上回り全国平均でも 901円となりました。近畿圏でも平均 2％台の上昇

となっています。各分会では最低時給引き上げに伴い、法人へ最低時給を割っていない

か確認作業を行っています。10 月からの近畿圏の最低時給は以下の通りです。 

・大阪府 964円（28円ＵＰ）     ・京都府 909円（27円ＵＰ） 

 ・兵庫県 899円（28円ＵＰ）      ・滋賀県 866円（27円ＵＰ）          

・奈良県 837円（26円ＵＰ）      ・和歌山県 830円（27円ＵＰ） 
＊最低賃金は毎年、労働者側、使用者側、中立（学者）の立場の代表者が話し合って引き上げ率など

を決定し、各都道府県へ引き上げ目安を答申し、最終決定されます。多くの都道府県では上部団体であ

るＵＡゼンセンや連合の職員が労働者代表として引き上げ率アップを主張しています。 

         →話し合いの結果    →私たちの時給が上がります！ 
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        クリスマスパーティー演者募集します！！ 

今年も 12 月にクリスマスパーティーを予定していますが、今年は普段ボランティア活動などをされて

いる方の活動お披露目（演奏や踊りなど）を検討しています。 

募集要項などは改めてニュース等で告知しますが、興味のある方のご応募をお待ちしています！！ 


